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介護保険料（６５歳以上の人）本算定

■ 介護保険料（年額）を７月中旬（予定）に通知します。

　介護保険料は、本人・世帯の住民税の課税状況と本人の前年所得などをもとに段階別に計算します。

　確定した介護保険料と、４月の仮徴収・暫定賦課分を差し引いた残りが今後支払う介護保険料です。

（年額） （仮徴収・暫定賦課） （本徴収・以降の納期に振り分け）

確定した令和５年度

年間保険料
―

特別徴収 ４・６・８月
＝

１０・１２・２月の３回

普通徴収 第１・２期 第３・４・５・６期の４回

■ 介護保険料の納め方

　○特別徴収（年金からの天引き）

　　◦６５歳以上で、年金を年額１８万円以上受けている人。

　　◦２ヶ月おきに支払われる年金から支払期ごとに保険料が天引きされます。

　○普通徴収（納付書、口座振替による納付）

　　◦特別徴収にならない人。

　　◦年金が年額１８万円未満の人。

　　　なお、年度途中に６５歳となった人や転入した人で、かつ年金を年額１８万円以上受けている人

については、当初は普通徴収となります。特別徴収は翌年度以降に随時開始されます。

　　◦お支払いは、納付書で役場または町が定める金融機関等で納めてください。また、納付の手間が

省ける口座振替が便利です。（詳しくは下記問い合わせ先まで）

■ 介護保険料を滞納していると

　地方自治法の督促・滞納処分の例により、処分を受けることがあります。また、介護サービスを利用

した際の利用者負担が３割になるなどの保険給付に制限が生じる場合があります。

１年以上滞納
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払

われます。

１年６ヶ月以上

滞納

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的

に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

２年以上滞納

サービスを利用するときに利用者負担が３割になったり、高額介護サービスな

どが受けられなくなったりします。（利用者負担の割合が３割の人は、４割にな

ります。）

問 健康推進課 介護保険係　☎57-8591

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給が実施されています。
▪対　象
　　①令和５年３月分、４月分の児童扶養手当受給者
　　②公的年金（遺族年金、障害年金等）を受給していることで令和５年３月の児童扶養手当の支給を受

けていない世帯
　　③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している世帯と同じ

水準になっている世帯
▪給付額
　　児童１人当たり一律５万円
▪給付金の支給手続き
　　①に該当
　　　▼令和５年５月末に児童扶養手当を支給している口座に熊本県から支給済みです。
　　②、③に該当　
　　　▼給付金を受け取るには申請が必要 です。
　　　▼申請書と必要書類を役場福祉課子育て支援係の窓口に提出してください。
　　　　　必要書類等　◦本人確認書類
　　　　　　　　　　　◦口座確認書類
　　　　　　　　　　　◦簡易な収入見込みの申立書（本人及び扶養義務者）
　　　　　　　　　　　◦戸籍謄本（県の認定を受けている世帯は不要です。）
　　　▼申請内容を確認して指定口座に熊本県から可能な限り速やかに振り込まれます。
　　　　（申請書は福祉課子育て支援係にあります。町ホームページにも掲載しています。）
▪申請期限
　　　令和６年２月２９日（木）

　食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化していると思われる低所得の子育て世帯へ、給付金を支給しま
す。
▪対象　次のいずれかに該当する人（ひとり親世帯除く）
　①令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金（前回給付金）の支給対象者
　②令和５年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合２０歳未満）を養育している父母等（令

和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）で、令和５年１月１日以降の収入が急変
し、住民税非課税相当の収入となった人

▪給付額
　児童１人当たり一律５万円
▪申請方法
　①に該当　申請不要（５月末に振り込んでいます）
　②に該当　申請が必要です。令和５年度住民税非課税者には役場福祉課から申請書等を送付します。

家計が急変した世帯は申請書等を窓口に取りに来ていただくか、町ホームページからダウ
ンロードして福祉課子育て支援係に提出してください。

▪必要書類等
　〇申請者・請求者の本人確認書類（写）、受取口座を確認できる書類（写）
　〇家計急変の場合は、申請者及び配偶者等の令和５年１月以降の任意の１か月分の給与明細、事業の収

入額及び事業に要した経費がわかる書類
▪申請期限
　令和６年２月２９日（木）

▶提出先・問い合わせ先：福祉課 子育て支援係　☎57-8503


